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保
育
料
助
成
の
大
幅
な
拡
大

①
対
象
児
童

﹁
１
歳
以
降
の
幼
児
﹂

17
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ→

保
育
料
の
４
分
の
１
を
助
成

17
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ→

保
育
料
の
２
分
の
１
を
助
成

②
対
象
月

８
月
分
か
ら
対
象
と
な
り
ま
す
。

③
助
成︵
減
免
︶申
請

保
育
料
助
成(

減
免)

申
請
書
の
提
出
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

※
経
過
措
置

18
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
第
１
子
０

歳
児
と
第
３
子
以
降
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り

保
育
料
無
料
と
な
り
ま
す
。

︵
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
︶

乳
児
養
育
支
援
金
の
新
設

17
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
０
歳
児
に

対
し
、
月
額
１
万
円
の
養
育
支
援
金
を
新
た

に
支
給
し
ま
す
。

①
対
象
月

８
月
分
か
ら
対
象
と
な
り
ま
す
。

②
助
成
申
請

支
援
金
助
成
申
請
書
の
提
出
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

※
17
年
４
月
２
日
か
ら
18
年
４
月
１
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
第
１
子
お
よ
び
第
３
子
以
降

の
０
歳
児
の
場
合
、
保
育
料
無
料
と
乳
児

養
育
支
援
金
の
重
な
る
部
分
に
つ
い
て
は
、

保
護
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
い
ず
れ

か
一
方
に
決
定
と
な
り
ま
す
。

新
制
度
で
は
、
す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
へ
の
支
援
を
基
本
理
念
と
し
、
一
定
の
所
得
制
限
や
自
己
負
担
を
導
入
し
な
が
ら
、

支
援
対
象
を
大
幅
に
拡
大
し
ま
す
。

問
合
せ

保
育
料
助
成
、
乳
児
養
育
支
援
金
に
つ
い
て
　
福
祉
課
ふ
れ
あ
い
福
祉
係
　
☎
89
︱
２
１
５
３

乳
幼
児
医
療
費
助
成
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
国
保
年
金
課
医
療
給
付
係
　
☎
89
︱
２
１
６
６

す
こ
や
か
子
育
て
支
援
事
業
︵
保
育
料
等
助
成
︶
と

乳
幼
児
福
祉
医
療
制
度
が
８
月
１
日
か
ら
変
わ
り
ま
し
た

す
こ
や
か
子
育
て
支
援
事
業
︵
保
育
料
等
助
成
︶
と

乳
幼
児
福
祉
医
療
制
度
が
８
月
１
日
か
ら
変
わ
り
ま
し
た


